
 

 

１.はじめに 

(1) 背景及び目的 

 平成の大合併により、市町村数は3,232（平成11年３

月）から、1,719（平成25年１月）に減少した。これに伴

い、複数の都市計画区域が併存する市町村が多数生じた。

岩本ら3)による都道府県対象アンケート(1)では、多くの県

が現行の都市計画区域の指定形態に問題があると認識し、

都市計画区域の再編を検討している実態を明らかにしてい

る。具体的な問題点として、岩本ら4)は、土地利用規制の

緩い都市計画区域外等に開発が流れている実態から都市計

画区域の指定形態により発生している問題を示している。 

地方都市の非線引き都市計画区域では人口密度や人口集

積度が低いため、線引きした場合、全域が市街化調整区域

に指定され、土地利用規制が急激に強化される可能性が高

い。さらに、大西ら5)が指摘するように新たに土地利用規

制される地区での対応処置（法34条11号条例等）の運用に

も問題がある。また、田中ら6)が指摘するように人口減少

が顕著な地方都市では、人口フレーム方式にも限界がある。

このように都市計画区域の指定形態には問題があり、自治

体としても都市計画区域の再編を検討しているが、再編に

は課題が多いため実際には進んでいない状況にある。 

 都市計画区域の再編は区域区分が義務づけられている政

令市(2)から始まっており、小山ら1)は、静岡市、浜松市を

対象として都市計画区域再編の課題を明らかにした。また、

田中2)らは、線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域

が共存する前橋市、鶴岡市を対象とし都市計画区域再編の

課題を明らかにしている。 

新潟市の場合、都市計画区域外を含め、全域で線引きが

なされ、合併前は線引きが行われていなかった農村部でも、

都市計画上の強い規制が導入された。そこで本研究では、

全域を再編するに至った新潟市を対象に、都市計画区域再

編に至るまでの問題や課題の実態を詳細に把握することで、

区域区分制度の今後のあり方を展望する事を目的とする。 

(2) 研究方法 

本研究ではまず、県及び市の都市計画審議会議事録等(3)

を読み込んだ上で、問題となり得る地区の土地利用動向の

分析、さらに県と市の再編作業担当者にヒアリング調査(4)

を行うことで、詳細な経緯、実態を把握し、都市計画区域

再編の問題や課題を考察する。 

都市計画区域外を含めて再編することで他の都市とはど

のように問題、課題が異なるのかを明らかにするため、 

視点①都市計画区域再編を成し遂げるまでの経緯 
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視点③用途地域等を市街化区域に編入する際の根拠 
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の４つの視点から、都市計画区域再編に至るまでの問題や

課題を明らかにしていく。 

(3) 新潟市の概要と詳細対象地区 

 新潟市は、新潟市は平成17年３月21日に新津市、白根市、

豊栄市、小須戸町、横越町、亀田町、西川町、岩室村、味

方村、潟東村、月潟村、中之口村と周辺合併し、その後、

平成17年10月10日に巻町と合併し現在の形となった。そし

て平成19年４月に政令市へ移行し、それによって、４つの

非線引き都市計画区域（白根、西川、巻、岩室（用途地域

指定なし））と都市計画区域外が混在することとなり、平

成23年３月18日、新潟市はそれら全域をひとつの都市計画

区域として再編するに至って都市計画決定した。市域には

北区、東区、中央区、江南区、秋葉区、南区、西区、西蒲

区の８行政区が設けられ、市役所をはじめとする市政の中

枢機能は中央区に置かれている（図１）。 
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新潟市は、新潟都市計画区域の再編では、非線引き都市

計画区域や、都市計画区域外から線引き都市計画区域に編

入する地域が多く存在していた。 

線引き・非線引き都市計画区域及び都市計画区域外を一

括して再編する場合、８類型の再編パターンが想定される

（図２）。そのうち、再編パターン２、３では、新たに市

街化区域に編入することによる技術基準の問題が生じ、再

編パターン６、７では、規制の非常に緩かった地域から規

制の厳しい市街化調整区域に編入することで住民の反発が

再編過程で大きな障害となっていた。以上の点から、それ

ぞれ問題が生じやすいと考えられる再編パターン２、３、

６、７の存在する地域（南区、西蒲区）を中心に、現地調

査、ヒアリング調査を行った。 

 

２．都市計画区域再編を成し遂げるまでの経緯 

新潟都市計画区域の再編作業は平成18年度に取りまとめ

られた「新潟県の都市計画区域再編に関する提言」に基づ

いて計画されており、都市計画区域再編の「都市計画区域 

 

の統合・広域化を図る地域」（新潟都市計画区域、白根都

市計画区域、西川都市計画区域、巻都市計画区域、岩室都

市計画区域）と都市計画区域の主な拡大検討地区のうち、

「地形的に開発の可能性がある地域」（味方村、潟東村、

月潟村、中之口村）を合わせたことにより、大部分が都市

計画区域にすべきと考え、全域再編の方向にまとまった。 

そして平成19年４月に新潟市は政令市へ移行し、再編に

向けての基礎調査作業が進められた。本来、新潟都市計画

基本方針（都市マスタープラン）は議会議決が決定事項で

はなかったが、都市構造の中に、「市域を一つの都市計画

区域として、市街化区域、調整区域を定める」という文言

が記され、この重要性から議決決定事項とする条例改正を

行い、平成20年、都市計画基本方針を議会議決した。 

平成21年度での都市計画決定を目指していた新潟市は、

平成21年１月から３巡の説明会（全133回、約3000人が参

加）を開催したのだが、その中で地区住民から集落の維持、

活性化を心配する意見、反発が出たことで、都市計画区域

再編の作業は難航した。それに対し、新潟市は「補完制

度」を提案し、住民からの理解を得ることで、当初の予定

より１年遅れた平成23年３月18日に全域をひとつの新潟都

市計画区域として区域区分された（表１）。 

以上より、新潟都市計画区域は、政令市移行前に全域再

編で議論は進んでいたのだが、住民への周知がそれまでの

間に出来ていなかったため、再編直前に反発が大きくなっ

た。しかし、新潟市は積極的に説明会を開催し、柔軟に住

民の意見を取り入れ、補完制度の提案によって、新潟都市

計画区域再編は可能になった。 

 

３．都市計画区域の範囲についての議論 

3-1.全域再編を選択した理由 

 新潟都市計画区域は、「新潟県の都市計画区域再編に関

する提言」に基づき再編作業が行われ、全域を一つの都市

計画区域に再編することを選択した（図２）。他の政令市

の都市計画区域再編では、線引き・非線引き都市計画区域

の統合が行われた静岡市、浜松市、熊本市と、再編後非線

引き都市計画区域を廃止し、必要な範囲に準都市計画区域

を指定して対応している広島市の事例が挙げられる。また、

岡山市では都市計画区域の混在がなかったため、都市計画

区域の再編は行われていない。このように他の政令市では、

線引き・非線引き都市計画区域に加え、都市計画区域外を

踏まえた再編がなく、これが他の政令市と新潟市の再編の

大きな違いと言える。 

新潟市が全域再編を選択したのは、地形的にみても平地

で連たんしていることも理由の一つであるが、全域再編を

することで、これまで以上に広域的な視点からまちづくり

を提案する必要があると考えたからである。上記の提言で

都市計画区域の範囲外であった旧巻・岩室の一部（多宝山、

角田山）に関しては自然公園地域に指定されており、自然

公園法によって形態、意匠に重点が置かれ制限されていた

が、別荘が点在している等の問題が見られ、この地域も都

図１ 合併概要図 

年 月 都市計画区域見直しに関するこれまでの主な経緯

H17 3 新潟市と周辺12市町村が合併施行

5 区割り住民説明会開始
10 新潟市と巻町が合併施行

H18 3 新潟県が都市計画区域再編に関する提言を取りまとめ
8~ 都市計画の現状に関する住民説明会を開催

翌年4月に政令市となることが内定（新潟日報）
9 市が土地利用計画一本化へ（新潟日報）

10 「農業特区」求める声（新潟日報）
11 各区に「区社協」設置
12 新潟市の区名決定

H19 4 新潟市が政令指定都市移行
11 （改正都市計画法施行）

H20 7 新潟都市計画基本方針を議会が議決
H21 1~3 1巡目説明会を開催

4~7 2巡目説明会を開催
6 南区自治協議会が見直しの延期を求め意見書を提出。

8~11 3巡目説明会を開催
9 新潟都市政策懇話会が市長に請願書を提出

10 合併後期計画見直し 各自治協から異論噴出（新潟日報）
11 西蒲区の「都市計画税」に反対する会が市長に導入撤回の要望書を提出

新潟都市政策懇話会が県議会へ請願書を提出し、受理。
H22 1 西蒲区自治協へ要望書に対する市の考え方や具体的な今後の予定を報告

都市計画区域見直し 期限7月まで延長（新潟日報）
県から県議会で採択された請願により再編作業が一旦中断してしまう
都市計画区域見直し 期限さらに延期　時期未定（新潟日報）
南区自治協議会へ要望書に対する市の考え方や今後の予定を報告

3 市長と新潟都市政策懇話会の面々が面談
4 （新・合併特例法の改正法施行）
5 金融機関、県不動産鑑定士協会への説明会を開催

新潟都市政策懇話会に市長が公文書で見直しに伴う対応を回答
素案説明会を開催

9 公聴会を開催
H23 2 市都市計画審議会を開催

県国土審議会を開催
県都市計画審議会を開催

3 決定告示

表１ 都市計画区域再編の経緯 
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市計画区域に指定することで適切な土地利用コントロール

を行うべきと新潟市は判断した（図３）。仮に再編後も同

じ新潟市の中で都市計画区域外が存在すると、その地域で

は「都市的土地利用をしない」と宣言したと捉えられ、計

画的な土地利用ができず、集落の維持活性化が難しくなっ

てしまう恐れや、無秩序な開発がなされる危険性などの問 

 

題が起こり得るという理由である。 

3-2.将来人口推計 

市街化区域の範囲を定める際に重要な人口フレームに関

して、新潟県は、平成12年国調をベースにして、「国立社

会保障・人口問題研究所」が推計(5)した905,004人に加え、

政令市効果16,560人、団塊世代のふるさと回帰効果1,560

人を加味した923,100人を平成27年の新潟都市計画区域の

将来人口として算出した（図４）。 

政令市効果は、他の政令市（札幌、仙台、広島、福岡を

参考）の産業構造に近づくという考えの下で、雇用創出に

伴う人口増として、年間2,070人、8年間で16,560人が増加

すると想定している。これは新潟市が政令市へ移行するこ

とにより、全国的・国際的な認知度が高まり、都市のイメ

ージがアップし、その結果、“人・もの・情報”の交流が

進み、都市の拠点性が高まり、民間投資・企業誘致の活性

化や雇用機会の創出、都市型産業の集積、国や県の重要プ

ロジェクト、国際的イベントの誘致など更なる発展が期待

できることから、新規の雇用拡大とそれに伴う人口増加を

見込むというものである。 

団塊世代のふるさと回帰による効果は、平成８～17年の

60～65歳の各年の転入者が496人であり、政策プランでは

その数を増加させることとしている。年間約500人が新潟

県に転入すると想定し、今後、増加が見込まれる回帰者数

を平成27の推計人口の割合に応じて算定、その結果を県内

の都市計画区域別に人口比で割り振り、新潟都市計画区域

では年間195人、８年間で1,560人という推計になっている。 

この問題として、将来人口推計値と実人口で大きな差が

生じることで、市街地部の低密度化の恐れがあることであ

る。国勢調査の結果を受けて、平成27年時の行政区域内人

口推計値が933,040人から927,978人に補正されており、そ

れに伴い新潟都市計画区域内人口推計値も補正されている。

しかし、政令市効果、団塊世代のふるさと回帰効果につい

ての見直しはされておらず、今後これらの効果についても

見直しが必要であると考える。 

 

４．用途地域等を市街化区域に編入する際の根拠 

 新潟市は、用途地域を持っていた地区では、まちづくり

をしていくという明確な方針があり、合併の為だけに変更

する必要はなく、継続するべきだという方針を持って市街

化区域指定の編入作業を行っている。これに関しては、平

成18年２月に行われた第３回新潟都市計画懇談会でも、

“用途地域については線引きをした場合、技術基準を満た

していなくても市街化区域に編入してほしい”と国にお願

いをしている経緯がある。その他、既に市街地が形成され

ている地区では要件を満たした地域を既成市街地(6)として

市街化区域編入していることが明らかになった。基礎調査

データより、用途地域の指定のあった地区のうち、漆山地

区（旧巻町）以外の各地区は既成市街地の条件を満たして

いた。また、岩室都市計画区域の和納地区や、白根都市計

画区域の和泉地区、能登・古川地区、上下諏訪木地区、巻
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都市計画区域の巻甲（その１、その２）地区については、

用途地域は指定されていなかったが、既成市街地の要件を

満たしており、市街化区域編入が可能となっていることが

明らかになった（表３）。 

特に、もともと用途地域を持っていなかった岩室都市計

画区域内では、和納地区の広い範囲を既成市街地要件で市

街化区域に編入しているが、その範囲は農用地区域の指定

のない範囲で既に市街地が形成している範囲を市街化区域

としており、農振除外等は行われていない（図４）。 

漆山地区については、区域内の人口数、人口密度からみ

ても既成市街地の指定は困難だったが、巻潟東インターに

隣接した企業団地であり、旧巻町の時代から用途地域を指

定され、優先的、計画的な整備が行われている地区であっ

たことから、既成市街地としてではなく、「概ね10年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」として市街

化区域に入れるものと判断された（図４）。 

これは新潟市が掲げた、“非線引き都市計画区域にある、

用途地域については市街化区域に編入する”という明確な

方針から成されたと考えられる。用途地域を廃止してしま

うことは、都市計画をその地区で行うことを放棄してしま

うことに繋がる。また、一度市街化調整区域に指定されて

しまうと、再度市街化を図ろうとする時、市街化区域の指

定が非常に困難となるなど、住民へのメリットが全くない

と考えられる。新潟市は市街化区域の設定に関しても、住

民の意に沿った、計画的な指定ができている。 

 

５．新規に都市計画区域へ編入された地域に対する対応 

5-1. 市街化調整区域とせざるを得なかった区域への対応 

 全３巡の住民説明会で出された住民意見と、都市計画基

本方針（平成20年度）で提案された「田園集落づくり制

度」を受け、新潟市は集落の維持、活性化を目的とした、

市街化調整区域のルールを補完する制度「新潟市開発審査

会付議特例措置基準(7)(32)（以下、補完制度）」を提案し

た。市街化調整区域では原則として建物を建てられないが、

この制度の活用によって、“指定既存集落内又は自然的社

会的条件に照らして一体的な日常生活圏を構成していると

認められる集落であって、おおむね50戸以上の建築物で構

成され、かつ、各建築物の敷地間の距離がおおむね50ｍ以

内でつながっているものの内に存する土地”であれば戸建

て住宅等を建てることが可能となる。 

これに伴い、農地転用の駆け込み申請があるのではないか 

 図４ 市街化区域編入地区（漆山地区、和納地区） 

都市
計画
区域

市街化区域編入地区
用途
地域

既成
市街地
要件

都市的土地利用割合 人口（人）

大通地区 ○ ○ ○ 5,072
中心部 ○ ○ ○ 10,155
和泉工業団地 ○ ○ ○ 0
和泉 他地区 - ○ ○ 1,545
能登・古川地区 - ○ ○ 618
上下諏訪木地区 - ○ △（再編時問題なし） 0

西川 旧西川都市計画用途地域 ○ ○ ○ 7,701
中心部 ○ ○ ○ 13,757
漆山地区 ○ - ○ 1,602
巻甲地区（その１） - ○ △（再編時問題なし） 18
巻甲地区（その２） - ○ △（再編時問題なし） 18
和納（その１） - ○ ○ 3,065
和納（その２） - ○ ○ 806
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と調査したところ、平成17年から平成23年の間で大きな変

化はなく、駆け込み申請はなかったと言える（表４）。ま

た、同様に開発許可（34条13号）の件数も確認したが、申

請数は南区、西蒲区で合わせて27件（許可数３件）と少な 

 

かったことから、そのような駆け込み申請の事実はなかっ

たことが明らかとなった。 

現在、南区での開発許可が20件、西蒲区での開発許可が

27件で、他の地区では適用されていない。許可された建築

物のほとんどが個人用の戸建て住宅だが、共同住宅や、倉

庫などの許可も存在することを確認できた（図５）。 

基本的に個人用の戸建て住宅に適用する場合は、50戸連

たんしているものが対象となるのだが、50戸未満の集落で

の開発については、個別に、建物の必要性、位置、規模や、

ガス、水道施設などの整備状況を確認した上で対応すると

している。しかし、この文言は新潟市開発審査会付議特例 

措置基準の本文中には記されておらず、場合によってはル

ールの抜け穴となってしまい、問題が生じてしまうのでは

ないかと考えられる。 

補完制度は現在、地区を限定した制度であり、34条14号

で対応しているが、平成25年度内の条例制定を前提に、現

在の運用実績を踏まえ、新潟市全域の土地利用や開発の動

向を分析し、全市への適用を検討している。条例化を目指

すにあたり、もともと非線引き都市計画区域と都市計画区

域外であった南区、西蒲区と、線引き都市計画区域が大半

であった他区とでは、まちづくりの方針が大きく異なり、

現在の補完制度の形を全域に適用した場合、開発圧力の強

い旧新潟都市計画区域内の農地や市街化区域縁辺部では無

秩序な開発が起こり得る危険性がある。よって条例化の際、

より慎重に指定範囲を見定めなければならないと言える。

また、熊本市の“集落内開発制度(8)”のように、指定基準

をいくつか設けることも場合によっては必要となる。 

5-2. 間瀬地区に適用する接道義務の特例措置基準 

 従来、建築物の敷地は、建築基準法第43条第１項の規定

により、同法第42条に規定されている幅員４ｍ以上の道路

に２ｍ以上接しなければならないが、同法第43条第１項た

だし書の規定により、交通上、安全上、防火上及び衛生上

支障がないときは、この限りでないとして特定行政庁（市

長）が許可するとしている。新潟市長が定めた通則的な基

準を「建築審査会付議特例措置基準」（以下、特例措置基

準という）である。 

旧岩室村の間瀬地区は、海岸沿いに位置し、山の斜面に

段上の集落を形成している特殊な地区である。区域区分に

よって、新たに都市計画区域に編入する間瀬地区に接道義

務の基準を適用しようとすると、既存不適格の住宅が多数

出てくるため、この地区については道路要件を多少緩和し、

外壁の不燃化を合わせた特例措置基準を、政令市移行と同

時に新たに追加した。（図６）。 

他の地区でも同じような事例があるのではないかと懸念

されたが、基礎調査を全地区に行った結果、同様の事例は

なく、適用される範囲は間瀬地区のみとなったことがヒア

リング調査によって明らかになった。平成20年度に行われ

た調査では、270戸のうち、概ね250戸がこれに該当してお

り、割合からみてもかなりの住宅が、特例措置基準を適用

しなければ接道義務を満たせないということが確認できる。 

しかし、人口減少が進み、過疎地域になってしまった場

合、許可時には問題なかった建築物が、空き家の増加によ

図５ 補完制度適用状況（平成24年９月時点） 

図６ 間瀬集落（現地調査） 

表４ 南区、西蒲区での農地転用件数 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

白根 データなし 45 63 33 42 41 33

味方 10 7 9 12 11 9 7
月潟 1 1 13 4 5 12 7

全体 不明 53 85 49 58 62 47

西川 11 11 6 8 6 2 17

巻 50 31 16 23 26 37 43
岩室 12 7 9 10 8 11 15
潟東 8 9 6 4 5 7 7

中之口 16 15 9 13 4 5 8

全体 97 73 46 58 49 62 90
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って、建て替えの際、避難路を新たに作るのが困難となっ

てしまう場合があり得るので、特例措置基準指定後もその

都度、見直しを行うことが望ましいのではないかと考える。 

 

６．総括（提言） 

①政令指定都市又は広域合併によって都市計画区域が混在

している都市では全域を区域区分することが望ましい。 

 本研究では新潟市を対象として、区域区分の在り方を述

べてきたが、政令市のような広域な市域を持つ都市では、

全域をひとつの都市計画区域とし、広域的な視点からまち

づくりを提案する必要があると考える。仮に市域に都市計

画区域外が存在すると、その地域では「都市的土地利用を

しない」と宣言したと捉えられ、農振除外等も困難となり、

集落の維持活性化が難しくなると考えられる。 

 また、再編後も都市計画区域外を残すことで、場合によ

っては都市計画区域外で無秩序な開発が行われる可能性も

ある。そのような地域に対しては自然公園法や農地法を用

いるという方法あるが、その他の土地利用関連法を用いて

無秩序な開発を防ぐよりも、全域を都市計画区域に指定し、

そのような地域に対しては市街化調整区域として対応する

方が、計画的かつ適切な土地利用が可能になると考える。 

 そして、新潟市の補完制度のように、市街化調整区域で

も必要に応じた建築物が建てられるような基準、条例等を

有効に使い、統一された都市計画を考える必要がある。 

②区域区分をする際、用途地域はそのまま市街化区域に編

入することが望ましい。 

 前節で述べたとおり、旧非線引き都市計画区域の用途地

域では、継続して都市計画、土地利用コントロールが進め

られてきた。それを区域区分の際、用途を撤廃して市街化

調整区域に編入する事は住民にとってメリットがないと考

えられる。また、人口減少下では、再度市街化区域に指定

するということが非常に困難になる。本研究でも旧巻都市

計画区域の漆山地区では既成市街地要件（人口密度40人

/ha以上、人口3000人以上の集積）を大きく下回る人口密

度が確認できた（漆山地区は人口40人/ha以上の人口が445

人）。以上のことから、既成市街地要件を緩和するといっ

た手法では、既成市街地要件の意味がなくなってしまうと

考えられるので、都市計画基本方針を基にして、必要な場

合のみ用途地域は、既存市街地要件を満たしていなくても

特例で市街化区域編入を認めてもよいのではないかと提案

する。しかし、この提案に関して課題となるのが、農地に

対する課税率の増加である。区域区分によって市街化区域

内農地(9)に指定されると、一般農地よりも課税率が増加す

ることから住民からの反発が大きくなると予想される。特

に、特定市(10)の市街化区域内農地では、宅地並み課税が

課せられ、今後再編作業がなされる相模原市では宅地並み

課税が大きな論点になると言える。これらを踏まえ、私の

提案する用途地域の市街化区域編入の特例措置と併せて、

市街化区域内農地の制度見直しが必要であると考える。 

③市街化調整区域での適切な緩和措置基準の指定 

 都市計画区域の統合、再編で、新たに都市計画区域に編

入する地域では、人口密度が低く、既成市街地の要件を満

たすことが困難になり、ほとんどが市街化調整区域に指定

されてしまう。そのような地域に対しては、一定の集落に

関しては開発行為を許可する条例（法34条11号等）を用い

ることで、集落の維持活性化を図るべきである。 

条例の内容については各都市の都市計画基本方針、土地

利用方針に沿った内容を定めるべきであるが、熊本市の

「集落内開発制度」のように区域の指定基準を土地に合わ

せ、種類を設けることで、よりその都市にあったまちづく

りのルールを作ることが可能となる。 
 
【補注】 
(1)調査は平成18年９月に、47都道府県の都市計画担当部局にアンケート
表を送付する形で行われた。全ての部局が回答している。 

(2) 都市計画法第七条第一項の二で規定され、政令指定都市が持つ都市計
画区域は、全域で区域区分を義務づけられている。 

(3)新潟市に対し、担当課会議の資料・議事録、市街化区域設定調書、住
民説明会資料・議事録、都市計画図、人口フレーム設定に関する資料、
開発許可関連資料、市街化区域編入地区の基礎調査資料を請求した。新
潟県に対しては上述の資料のうち市では提供できないものを依頼した。
その他、関連資料として新潟日報（平成17年から平成23年）から都市計
画区域再編に関する記事を抽出した。 

(4)ヒアリング調査は、再編当時の新潟県都市政策課の課長、課長補佐、
都市計画係長、主査、主任、技師の各年の方々に、新潟市に対しては、
再編当時の都市計画課長、課長補佐、係長、主査および現在の都市計画
課主査の方々、計22名に対してヒアリング調査を依頼した。（ヒアリン
グ調査期間：2012年８月８日～11月14日） 

(5)コーホート要因法を用いて推計。 
(6)「既成市街地」とは、省令第八条の中で定められ、①40人/ha以上かつ、
その区域に3000人以上集積していること、②区域内が三分の一以上宅地
化していること、のどちらかを満たす区域である。 

(7)都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第１項第３号ホによっ
て、新潟市では32項目の開発審査会付議特例措置基準が存在する。その
うち、補完制度は(32)の「平成23年都市計画区域の再編に伴い，新たに 
市街化調整区域に編入された区域における住宅等の開発行為及び建築行
為」にあたる。 

(8)都市計画法第34条11号で規定されている。熊本市の場合は、建築可能
となる建築物を①戸建て住宅、②共同住宅、③店舗併用住宅、④日用品
販売店舗の４種とし、指定基準も３種類のエリアが存在している。 

(9)農地は①一般農地と②市街化区域農地に大きく区分され、それぞれ評
価及び課税について、異なる仕組みがとられている。そのうち、市街化
区域農地では、宅地評価となり、一般農地よりも高い水準の農地に準じ
た課税が課せられる。さらに、特定市街化区域農地では、宅地に準じた
非常に高い課税が課せられる。ただし、市街化区域内であっても生産緑
地地区に指定された農地は、一般農地と同じ課税となる。 

(10)特定市とは、①東京都の特別区、②市の区域の全部もしくは一部が首
都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法に規定する一定の区域内
（中部圏の場合は都市整備区域内）にある市、③首都圏・近畿圏・中部
圏内に所在する政令指定都市を指す。 
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